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製品の安全安心と中小企業

〔平成23年度調査研究事業〕

＜要　旨＞

○商品選択における消費者の安全・安心志向は従来にも増して強まっている。安全に関す

る重大事故は企業の信用、ブランドイメージを大きく損ない、企業の存続にも関わる問

題となる。安全な製品の開発・供給は企業の社会的責任であるだけでなく、企業の競争

力を高め、競争を勝ち抜くための重要な方策となっている。

○日本における品質管理の水準は高いものがあるが、それは製品の機能性、耐久性、精度

といった面から追求されてきたといえよう。今後は、機能性や耐久性に加えて、使いや

すさや安全性といった面が重視されるようになると思われる。

○企業活動の社会、環境に対する責任が強く求められる中、安全な製品、サービスを提供

することは企業の社会的な責任の1つとみなされつつある。大企業を中心に製品安全へ

の取り組みをCSR活動の一環に位置づけ、リスクアセスメントの手法を取り入れる動き

が活発化しており、食品安全についても食品安全に関する国際規格であるISO22000の

認証を取得したり、HACCP方式を採用して、組織的、継続的に取り組む企業が増えて

きている。

○ガス機器、電気製品等においては、経年劣化、誤使用といった従来の安全基準では想定

していなかったような要因による事故も発生している。欧米ではすでに製品安全の面で

も「合理的に予見可能な誤使用」への対応が求められており、日本国内でも電気用品安

全法の改正が検討されている。企業はこれまでのように国の安全基準だけを守っていれ

ばいいという対応から、より高い安全性が求められ、誤使用、経年変化といった「想定

外」の事故への対応も必要となる。顧客情報・事故情報の収集、迅速・的確なリコール

の実施を行う一方、リスクアセスメントを実施して、リスクを洗い出し、製品の安全設

計等による安全対策を行うといった組織的、継続的な改善活動が求められよう。

○中小企業においても、リスクアセスメントの手法を導入したり、食品安全に関する国際
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規格の認証を取得する等、積極的に製品安全に取り組んでいる事例がみられる。中小企

業は製品安全への取り組みを通じて顧客、取引先からの評価とブランド価値を高め、競

争力に結びつけていくことが重要である。

はじめに

商品選択における消費者の安全・安心志向は

従来にも増して強まっており、安全な製品の開

発・供給は企業の社会的責任であるだけでな

く、企業の競争力を高め、競争を勝ち抜いてい

くための重要な方策となっている。

また、ガス機器、電気製品等においては、経

年劣化、誤使用といった従来の安全基準では想

定していなかったような要因による事故も発生

しており、リスクアセスメントを取り入れた製

品の安全設計、顧客情報・事故情報の収集、迅

速・的確なリコールの実施といった取り組みも

重要となっている。

本調査は事例調査に基づいて、中小企業の製

品の安全性確保への取り組みの現状と今後の課

題について検討したものである。

１．安全に関わる重大事故の発生と強

まる「安全・安心」志向

近年、相次いで発生した製品安全、食品安全

に係る重大事故を受けてユーザー、消費者の製

品の安全・安心への関心は一層高まっている。

はじめに

１．安全に関わる重大事故の発生と強まる
「安全・安心」志向

２．安全確保とリスク管理

（1）国際規格における安全

（2）リスクアセスメント

（3）国際安全規格の階層構造

（4）求められる国際基準への準拠

３．企業の社会的責任（CSR）としての製品
安全
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（2）製品安全への取り組みの成果と今後の
課題、展望
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また、法令等に基づく規制も強化されており、

企業にとって製品の安全性確保、安全対策は従

来にも増して重要な課題となっている（図表1）。

雪印乳業の集団食中毒事件にみられるよう

に、安全に関する重大事故は企業の信用、ブラ

ンドイメージを大きく損ない、企業の存続にも

関わる問題となる。独立行政法人製品評価技術

基盤機構（NITE）が収集している製品事故情

報1の件数（重大製品事故を含む）は2010年度

で4,788件となっている（図表2）。これを2008

年から2010年の3年間についてその原因別にみ

ると、「専ら設計上、製造上または表示に問題

があったもの」が36.8％と最も多くなっている

が、これに次いで「専ら誤使用や不注意による

と考えられるもの」が18.1％を占めている。ま

た、構成比は比較的小さいものの、「製品自体

に問題があり、使い方も事故発生に影響したと

考えられるもの」（3.7％）、「製造後長期間経過

したり、長期間の使用により性能が劣化したと

考えられるもの」（2.5％）、「業者による事故、

修理または輸送中の取扱い等に問題があったと

考えられるもの」（2.3％）といった要因もあげ

られている（図表3）。製品に起因する事故の比

率が高く、製品自体の安全性向上が重要である

といえるが、誤使用や不注意による事故、製品

の経年劣化による事故等も発生しており、こう

した事故を防ぐための安全設計、安全装置、取

扱説明書、警告表示の整備等の対策も求められ

ている。

日本における品質管理の水準は高いものがあ

１ 消費者生活用品安全法に基づく事故報告・公表制度の対象となる重大製品事故以外の事故情報についても独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）
が収集・分析を行っている。

図表1　製品安全、食品安全に関わる重大事故の発生と法制度の整備状況 

2000年 

2003年 

2004年 

2005年 

2006年 

2006年 

2006年 

2007年5月 

2007年 

2008年 

2009年4月 

2009年4月 

2009年9月 

2010年12月 

2011年3月 

雪印乳業集団食中毒事件 

食品安全基本法制定、食品安全委員会発足 

六本木ヒルズ自動回転ドア死亡事故 

松下電器製FF式石油温風機による死亡事故の発覚 

家庭用シュレッダーによる幼児の指先切断事故発生 

パロマ製湯沸器による死亡事故の発覚 

シンドラー社製エレベーター死亡事故 

重大製品事故の報告義務制度化 

赤福、船場吉兆、不二家等による食品偽装問題の発覚 

中国製冷凍餃子による中毒事件 

長期使用製品安全点検・表示制度の創設・施行 

石油給湯器、石油ふろがま、石油ストーブを消費生活用製品安全法上の特定保守製品注1に指定 

消費者庁の発足 

ライターを消費生活用製品安全法上の特別特定製品注2に指定 

福島第一原子力発電所事故に伴う放射能汚染 

年　月 事　　　　　　項 

（資料）筆者作成、ゴシック体表示は法制度の整備状況 
（注１）長期間の使用に伴って経年劣化を生じることで特に重大な危害を及ぼすおそれの大きいものについて指定。製品を購入した消費者はユー

ザー登録を行い、法定点検期間内に点検を受けなければならない。 
（注２）事業者自身の検査による安全確保に加えて、第三者機関による適合性検査が義務付けられる。 



2012.11 51

るが、これまでは製品の機能性、耐久性、精度

といった面が追求されてきたといえよう。今後

は、機能性、耐久性に加えて、使いやすさや安

全性といった面も重要になると思われる。

また、経済のグローバル化、情報化が進む中

では、製品事故発生のニュースはたちまち世界

中に広まり、莫大な経済的損失をもたらす。重

大な事故が起こってから対応するのではなく、

事前対応、未然防止の対策が必要となっている。

図表2　ＮＩＴＥによる製品事故情報収集件数の推移 

（資料）（独）製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）       
（注）重複情報、重大製品事故を含む 
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図表3　事故原因別事故件数・構成比（2008～2010年） 

（資料）図表2に同じ 
（注）消費者生活用品安全法に基づいてＮＩＴＥが収集、原因調査を行っている製品事故情報の調査結果 

専ら設計上、製造上または表示に問題があったもの 

専ら誤使用や不注意な使い方によると考えられるもの 

その他製品に起因しない、または使用者の感受性に関係すると 
考えられるもの 

製品自体に問題があり、使い方も事故発生に影響したと 
考えられるもの 

製造後長期間経過したり、長期間の使用により性能が劣化したと 
考えられるもの 

業者による事故、修理または輸送中の取扱い等に問題があったと 
考えられるもの 

原因不明のもの 

重大製品事故 
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N=10,020
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２．安全確保とリスク管理

（1）国際規格における安全

国際的な安全規格では安全をどのように規定

しているのであろうか。ISO/IECガイド512では

「安全」を「受容できないリスク（unacceptable

risk）がないこと」と定義しており、「リスク」

とは「危害の発生確率およびその危害の程度の

組み合わせ」とされている。国際安全規格では

安全はリスクという概念を経由して定義され、

絶対的な安全というものはあり得ない。そして、

危害の発生する確率の大きさと危害のひどさの

両方を勘案してリスクの大きさを決め、その大

きさが非常に小さい場合あるいは対策実施によ

って許容可能な（tolerable）範囲内にまで低減さ

れている場合、その製品は「安全」であるとみ

なされる。

（2）リスクアセスメント

事故の未然防止の観点から製品の安全性を確

保していくためには、製品固有の使用環境に照

らしてリスクの洗い出しと評価を行い、そのリ

スクを社会的に受け入れ可能な大きさにまで低

減させる取り組みが必要である。リスクアセス

メントとは、製品の企画・設計段階において、

発生が予想される危険源を見出し、そのリスク

を評価し、許容範囲までそのリスクを低減させ

る手法である（図表4）。

リスクアセスメントは次の5つのステップか

らなる。

２ ISO（International Organization for Standardization：国際標準化機構）とIEC（International Electrotechnical Commission：国際電気標準
会議）が共同で安全規格の制定のために示した指針。

図表4　リスクアセスメントに基づいたリスクの低減 

（資料）ＩＳＯ/ＩＥＣ ガイド51に基づいて作成 

①使用状況の特定 
（使用条件および合理的に予見可能な誤使用の明確化） 

②危険源（ハザード）の特定 ⑤リスクの低減 
［スリーステップメソッド］ 

1.本質的な安全設計  
2.安全防護 
3.使用上の情報の提供 

スタート 

終了 

③リスクの見積もり 

④リスクの評価 

許容可能なリスクか？ 

Yes

No

リ
ス
ク
分
析 

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト 
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①使用状況の特定（使用条件および合理的

に予見可能な誤使用の明確化）

②危険源（ハザード）の特定

③リスクの見積もり

④リスクの評価

⑤リスクの低減

リスクの大きさを見積もり、評価するのに際

しては、いくつかの手法が使われるが、代表的

な手法としてリスクマトリックス法がある。リ

スクの大きさは先にも述べたように危害の発生

確率（頻度）とその危害の程度の組み合わせで

表わされるが、リスクマトリックス法では、危

害の発生頻度と危害の程度を縦軸、横軸とする

マトリックスを作り、各マス目に対応するリス

クの大きさのクラス番号を付けることで、リス

クを定性的に評価できる（図表5）。

リスク評価の結果、受け入れできないレベル

のリスクが存在する場合はなんらかの安全対策

によってリスクを低減し、再びリスク評価を行

う。このサイクルを受け入れられないリスクが

なくなるまで繰り返すことになる。

国際安全規格においては、リスク低減の対策

は優先順位を付けた以下の3つのステップに従

って行われ、この方法を3ステップメソッドと

呼んでいる。

第1ステップ　本質的安全設計（構造安全）

によるリスクの低減

第2ステップ　安全防護対策（安全装置）に

よるリスクの低減

第3ステップ　使用上の情報の提供（警告ラ

ベル、取扱説明書等）による

リスクの低減

図表5　Ｒ－Ｍａｐ（リスクマップ） 
　　　　　　　　　　　　  リスクマトリックス法によるリスク評価の例 

（資料）（財）日本科学技術連盟 Ｒ-Ｍａｐ実践研究会「製品安全、リスクマネジメントのための Ｒ-Ｍａｐ入門」 
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0

Ａ領域：許容できない（耐えられない） 
リスク領域。ハザードがもたらす危害
の程度や発生頻度を減少することに
より、他の領域までリスクを低減するこ
とが求められる。リスクが低減できな
い場合は製品化を断念すべき領域。  

Ｂ領域：危険／効用基準あるいはコス
トを含めて、リスク低減策の実現性を
考慮しつつ、最小限のリスクまで低減
すべき領域。  

Ｃ領域：社会的に受け入れ可能なリス
クレベル＝安全領域。 
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すなわち、リスク低減が必要とされる場合は、

まず、設計、製造、設置等の段階で危険源を除

去することで安全を確保する対策をとらなけれ

ばならない。こうした低減策を実施してもリス

クが残る場合、あるい本質的安全設計を実現し

ようとすると製品の機能・特性が失われて製品

として成り立たなくなる場合は、第2ステップ

としてリスクの大きさに対応した安全装置等の

安全防護対策を施さなければならない。第3ス

テップでは、それでも残ったリスクに対し、取

扱説明書や警告ラベルによって、使用にあたっ

て注意すべきこと、行ってはいけないこと等の

情報を使用者に提供することでリスクを低減さ

せることになる。

（3）国際安全規格の階層構造

製品安全に関する国際規格は広い範囲を網羅

する形で体系化されており、①全ての規格に適

用される基本概念や一般技術原則を扱う基本安

全規格であるA規格、②広範囲の機械類で利用

できるような安全規格や安全装置を扱う規格で

あるB規格、③特定の製品、機械に対する詳細

な安全要件を定めるC規格の3層構造となって

いる（図表6）。

こうした階層構造を持つ安全規格では最上位

のA規格で「包括的、原則的に安全であるこ

と」を求めているため、法律等で具体的に規制

されていなくとも、合理的に予見可能な誤使用

等のリスクへの対応が求められる。また、新た

に生まれた製品、技術にも適用されるため、技

術や市場の変化に柔軟に対応することも可能と

なっている。

（4）求められる国際基準への準拠

先に述べたように、国際的な安全規格が階層

構造を持ち、基本概念、包括的原則の下にグル

ープ、個別の製品に関する規格が定められてい

るのに対し、日本の製品安全に関する法体系

（いわゆる製品安全4法3）は限られた指定品目

について省令で基準を定める形（ポジティブリ

スト方式）であるため、非指定品目については

規制が及ばず、次々と市場に投入される新製品、

新技術に迅速に対応することが困難となってい

る。また電気用品安全法においては日本独自の

省令第1項基準とISO、IEC等の国際規格に準

拠した省令第2項基準の2種類の技術基準が混

在する複雑な体系となっている。

こうした現状に対し、製品安全の法体系を見

直し、国際規格に準拠した階層構造とする動き

が具体化している。経済産業省はまず電気用品

安全法の改正に向けての具体的な検討を開始

し、2011年5月には「電気用品安全法技術基準体

系等見直しに関するアクションプラン」を策定し

ており、将来的には製品安全4法全体の運用改

善についても検討していく方針である（図表7）。

広範囲にわたる製品を包括的に規制の対象と

し、適用除外の項目だけを定めるネガティブリ

スト方式が採用される法改正が行われれば、企

業はこれまでのように国の安全基準だけを守っ

ていればいいという対応から、より高い安全性

が求められることになり、誤使用、経年変化と

いった「想定外」の事故への対応を迫られる。

リスクアセスメントを実施して、リスクを洗い

出し、安全対策をとるといった体制の整備が必

要となる。

3 電気用品安全法、消費生活用品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（液化石油ガス法）の4つの法律。
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図表6　国際安全規格（ＩＳＯ/ＩＥＣガイド51）の三層構造 

図表7　電気用品安全法 技術基準体系見直しの概念図 

（資料）ISO/IEC Guide51（1999） 

（資料）経済産業省製品安全課資料より作成 

基本安全規格  
Ａ 

国の規制法  
（規制対象を限定列挙） 

グループ安全規格  
Ｂ 

個別製品安全規格  
Ｃ 

特定の製品、機械に対する詳細な安全要件を 
扱う規格 
　製品例：工作機械、産業用ロボット、鍛圧機械、 
　無人搬送車、化学プラント、輸送機械等 

・既販売品 
　最新の知見が反映されるＪＩＳ規格等の公的規格適用により 
　一層の安全性が担保される 
・個別安全規格が策定されていない製品 
　事業者自らが、国が定めた包括的な安全要求に照らして、 
　安全性を立証した上で、新製品の迅速な市場投入が可能 

広範囲の機械類で利用できるような安全、 
または安全装置を扱う規格    
　インターロック規格、ガードシステム規格、 
　システム安全規格、安全関連部品規格等 

全ての規格で共通に利用できる基本概念や 
一般技術原則を扱う規格 
　・基本概念、一般設計原則規格  
　・リスクアセスメント規格  

国が策定する技術基準  
（個々の規制対象品目ごとに国が策定し  
原則、これ以外の方法は認められない） 

国の規制法  
（規制対象品目を柔軟化： 
広範囲な製品群に適用可 
能な指定方法への変更） 

国が策定する技術基準  
（製品全体に対して必要と  
される包括的な安全要求） 

個別安全規格  
（ＪＩＳ規格等の公的な規格の活用） 

［現　行］ ［見直し後］ 
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３．企業の社会的責任（CSR）として

の製品安全

企業活動の社会、環境に対する責任が強く求

められる中、「SHE」（Safety（安全）、Health

（健康）、Environment（環境））という概念に

も示される如く、安全は健康や環境と並ぶ重要

な要素として位置づけられており、安全な製品、

サービスを提供することは企業の社会的な責任

の1つとみなされつつある。

2010年11月にISOにより発行された社会的

責任に関する手引き（Guidance on social

responsibility）であるISO26000においても

社会的責任の中核主題の1つとして「消費者課

題」が掲げられており、それに含まれる課題と

して「消費者の安全衛生の保護」もあげられて

いる（図表8）。

製品安全については、大企業を中心にCSR

活動の一環に位置づけて取り組み、リスクアセ

スメントの手法を取り入れる動きが活発化して

おり、食品安全についても食品安全に関する国

際規格であるISO22000の認証を取得したり、

HACCP4方式を採用して、組織的、継続的に

取り組む企業が増えてきている。中小企業にお

いても5節でふれるように　製品安全、食品安

全への取り組みを積極的に行っている事例がみ

られる。

４．安全・安心による価値創造と企業

競争力

経済のグローバル化に伴って、製品の安全性

や品質に関するリスクも多様化している。日本

の企業は製品の精度、耐久性、不良率の低さと

いった面においては高い評価を得てきたが、近

年多発している製品安全に関わる一連の事故に

見られるように、ユーザーの誤使用や不注意、

経年劣化といった従来では想定していなかった

ような要因による事故への対応は必ずしも十分

ではなかったといえよう。

安全に関わる重大事故は社会に大きな影響を

与えるだけでなく、自社の信用、ブランドの失

墜という大きな代償を求められることになる。

誤使用、不注意といったヒューマンファクター

４ HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）：1960年代に米国で宇宙食の安全性を確保するために開発された食品の衛生管理の手法。食品
の製造工程で発生する恐れのある危害要因（hazard）について分析し、危害を防止するための重要管理点（CCP）を特定して継続的に監視・記録し、
異常が認められれば直ちに対策をとることで食品の安全を確保するシステム。国際規格であるISO22000はHACCPシステムの考え方が取り入れられて
いる民間のマネジメントシステム認証制度である。

図表8　ＩＳＯ26000における社会的責任の中核的主題 

（資料）財団法人日本規格協会「ＩＳＯ2600を理解する」（2010年11月）より作成 

人　権 労働慣行 環　境 

組　　織　　統　　治 

関連する行動および期待 

公正な 
事業慣行 

消費者 
課題 

コミュニティ 
への参画 
および 

コミュニティ 
の発展 
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も含めた幅広い危害要因に対応して製品の安全

性を確保し、消費者、ユーザーの信頼を得るこ

とが重要となっている。

法令に基づく公的な安全基準を満たすだけで

なく、自主的な安全対策を進めることが必要で

ある。先に述べたように、欧米ではすでに製品

安全の面でも「合理的に予見可能な誤使用」へ

の対応が求められており、日本国内でも電気用

品安全法の改正が検討されている。

経済産業省でも製品安全対策を企業に定着さ

せるべく、2007年から毎年「製品安全対策優

良企業表彰」を実施している。また、2010年5

月に「消費生活用製品向けリスクアセスメント

のハンドブック（第一版）」、2011年6月には

「リスクアセスメント・ハンドブック（実務編）」

を公表し、リスクアセスメントを導入する企業

の範囲拡大を目指している。

製品安全は、製造段階だけでなく、開発段階

から販売後の使用に至るまでの長期的なスパン

で取り組む必要がある。経営者が製品安全への

取り組み方針を社内に明確に示し、リスク管理

体制を整備し、事故情報の収集、社内への伝達、

消費者への開示を行い、製品設計、製造工程の

見直し、取扱説明書等の改善といった業務プロ

セスの継続的な改善を推進していくことが必要

である。

企業のブランド価値を高める上で安心・安全

の確保は重要な要件となっており、製品安全へ

の取り組みを通じて蓄積された経験・ノウハウ

と醸成された企業文化は企業の競争優位の源泉

となるのである。

５．中小企業における製品安全への取

り組み

本節では具体的な企業へのヒアリング事例に

基づいて、中小企業の製品安全、食品安全への

対応の状況とその課題について検討する。

（1）製品安全への取り組み状況

事例企業は早くから製品安全、食品安全への

取り組みを行っている企業が多い。宅配ボック

スのトップメーカーである日本宅配システム

（事例5）では、消費者の立場に立った安全な宅

配ボックスを提供するために、設計、製造、設

置の各段階におけるリスクアセスメントを徹底

している。また、製品開発から設置後のアフタ

ーサービスまでを一貫して自社で行うことによ

って不具合の修理、緊急時等における迅速な対

応を実現している。

製菓機械メーカーであるマスダック（事例6）

では、国際的にも定評のあるAIB（米国製パン

研究所）の食品安全統合基準に準拠した機械の

開発を行っており、リスクアセスメントを実施

して安全性、衛生管理面を追求した製菓機械を

生産している。

商品の購買層や販売方法が変化していること

も中小企業が製品安全への対応を求められる要

因の1つとなっている。鍬などの農具のメーカ

ーである相田合同工場（事例1）では、農協や

農機具専門店での対面販売からホームセンター

でのセルフ販売が中心となり、インターネット

を通じた通信販売も行われるようになり、製品

の購入者もかつてのように農具の取り扱いに慣

れた農家だけではなく、新たに家庭菜園を始め



2012.1158

る初心者が加わってきている。こうした変化の

中で、従来は想定していなかったような使い方

によるクレームの発生が増加したことから、同

社では一部製品については設計や製造工程の見

直しによって安全性を高めるとともに、誤使用

防止、正しい商品を選んで買ってもらうための

製品表示、取扱説明書の整備、改善にも取り組

んでいる。インターネットによる通信販売の普

及によって、従来のような対面販売による商品

説明は行われなくなり、購入者の層も拡大して

いる。製品メーカー、販売者は幅広い購入者層

を想定した安全設計、防護対策、取扱説明、危

険防止のための情報提供が必要となっている。

中小製造業だけでなく、販売、アフターサー

ビスを行う中小企業においても、安全面への配

慮は重要である。住宅機器の販売、施工、修理

を行っている奈良日化サービス（事例2）では、

低価格で住まいの困りごとを解決する会員制の

「安心くらぶ」というサービスを始め、地域の

住民の住生活面での安全、安心に貢献している。

食品の安全性についても、消費者の関心が高

まっており、ISO22000等の食品安全に関する

国際的な規格の認証を取得する企業がみられ

る。三和食品（事例4）では、ISO22000の認証

を取得するとともに、HACCPシステムに対応

して製造温度を管理できるチルド温度帯工場を

整備している。製菓機械メーカーであるマスダ

ック（事例6）では、菓子のOEM生産も行って

おり、国際的にも定評のあるAIB（米国製パン

研究所）のフードセーフティ監査システムや

HACCPシステムに基づいて衛生管理体制を整

えており、トレーサビリティシステムも導入し

ている。

また、ドッグフードのメーカーである九州ペ

ットフード（事例3）では、ドッグフードの生

産工程についても食品の安全規格である

ISO22000の認証を取得して安全性を追求して

おり、さらに上位レベルのFSSC220005の認証

取得に向けて活動を行っている。

（2）製品安全への取り組みの成果と今後の

課題、展望

事例企業各社の安心、安全への取り組みは顧

客、取引先からの評価と信頼に結びついている。

また、九州ペットフード（事例3）、三和食品

（事例4）、マスダック（事例6）ではISO22000

等の認証取得への取り組みを通じて従業員の品

質管理や衛生管理に関する意識改革が進み、自

主的、継続的に改善に取り組む企業風土が醸成

されている。相田合同工場（事例1）、奈良日化

サービス（事例2）、日本宅配システム（事例5）

では経済産業省の製品安全対策優良企業表彰を

受けたことにより、自社の製品安全への取り組

みを広くアピールすることができたという。

事例企業各社は今後とも安全への取り組みを

継続、強化していく方針であるが、製品の安全

設計や製造段階の対策に加えて、顧客とのコミ

ュニケーション強化を図ることも重要である。

相田合同工場（事例1）では、自社のウェブサ

イトを使って製品情報の提供を行うとともに、

全国各地での「鍬の修理・相談会」の開催等を

行っているが、将来は顧客が実際に製造の現場

５ FSSC22000：食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000と「食品安全に関する前提条件プログラム」（PRP）であるPAS220を統合し
た食品安全規格。ISO22000は生産－加工－輸送－販売、包装資材など食品に関する全ての分野を対象としているのに対し、FSSC22000は食品加工に
限定した規格となっており、ISO22000では抽象的であったPRPの要求事項が詳細に規定され、新たな要求事項も追加されている。
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を見て、修理や製品に関する相談もできるよう

なアンテナショップ的な売り場を作ることで、

顧客とのコミュニケーションを強化したいと考

えている。また、奈良日化サービス（事例2）

では「安心くらぶ」の会員数をさらに増やし、

地域住民の住生活面での安全、安心への貢献を

強化していく方針である。

事業全般に関しては、新たな製品分野への展

開（九州ペットフード（事例3）、日本宅配シス

テム（事例5））、海外市場の開拓（日本宅配シ

ステム（事例5））や海外市場への取り組み強化

（三和食品（事例4）、マスダック（事例6））等

が計画されているが、こうした新たな分野、市

場に展開を図っていく上でも、製品安全への取

り組みによって、消費者、ユーザーの信用を獲

得し、競争力を高めていくことが重要となる。ま

た、海外への事業展開に際しては国際的な安全

基準に対応した製品安全対策は不可欠である。

まとめ

商品選択における消費者の安全・安心志向は

従来にも増して強まっており、安全な製品の開

発・供給は企業の社会的責任であるだけでな

く、企業の競争力を高め、競争を勝ち抜くため

の重要な方策となっている。経済のグローバル

化、情報化が進む中では、製品事故発生のニュ

ースはたちまち世界中に広まり、莫大な経済的

損失をもたらす。重大な事故が起こってから対

応するのではなく、事前対応、未然防止の考え

が必要となっている。

ガス機器、電気製品等でみられたような、経

年劣化、誤使用といった従来の安全基準では想

定していなかったような危険要因による事故も

発生しており、法令に基づく公的な安全基準を

満たすだけでなく、自主的な安全対策を進める

ことが必要である。先に述べたように、欧米で

はすでに製品安全の面でも「合理的に予見可能

な誤使用」への対応が求められており、日本国

内でも電気用品安全法の改正が検討されてい

る。企業はこれまでのように国の安全基準だけ

を守っていればいいという対応から、より高い

安全性が求められ、誤使用、経年変化といった

「想定外」の事故への対応も必要となる。顧客

情報・事故情報の収集、迅速・的確なリコール

の実施を行う一方、リスクアセスメントを実施

して、リスクを洗い出し、製品の安全設計等に

よる安全対策を行うといった組織的、継続的な

改善活動が必要である。

日本における品質管理の水準は高いものがあ

るが、それは製品の機能性、耐久性、精度とい

った面から追求されてきたといえよう。今後は、

機能性、耐久性に加えて、使いやすさや安全性

といった面が重視されるようになると思われ

る。商品の購買層や販売方法が変化しているこ

とも製品安全への対応強化が必要な要因の一つ

である。ホームセンター、スーパーマーケット

におけるセルフ販売、インターネットを通じた

通信販売の普及によって、購入者は製品の取扱

いに慣れていない者も含めた幅広い層にまで広

がる一方で従来の対面販売による商品説明は行

われなくなっており、製品メーカー、販売者は

幅広い購入者層を想定した安全設計、防護対策

や取扱説明書の整備、危険防止のための情報提

供が求められている。

中小企業においても、リスクアセスメントの
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手法を導入したり、食品安全に関する国際規格

の認証を取得する等、積極的に製品安全に取り

組んでいる事例がみられる。中小企業は製品安

全への取り組みを通じて顧客、取引先からの評

価とブランド価値を高め、競争力に結びつけて

いくことが重要である。

事例1．（株）相田合同工場

設　立 1948年（創業：1930年）

資本金 1,000万円

従業員 16名

所在地 新潟県三条市

事業内容 農具（鍬、鋤、鎌等）製造販売

１．企業の沿革、特徴

当社の立地する新潟県三条市は江戸時代の和

釘製造をルーツとする刃物、金属製品の産地で

あり、包丁、鋏などの利器工匠具、農具、作業

工具等の製造業が集積している。当社は創業以

来一貫して農具の生産を手がけ、「越後農鍛冶

郷道忠治」の名で職人の手作りにこだわった鍬

や鎌を全国に販売している。インターネットを

積極的に活用し、通信販売だけでなく自社サイ

トを通じて農具の修理を受け付けている。さら

に、全国各地で鍬の修理イベントを開催し、製

品を長く使い続けたいというニーズに応えると

ともに、得られた情報をフィードバックするこ

とで製品改良や取扱説明書の見直しによる製品

安全対策の強化にも結びつけている。

2．安全・安心への取り組み

かつては当社の製品のほとんどは地元の問屋

を経由して金物店、農協等で販売されていたが、

近年はホームセンター等での販売が増加し全体

の半分以上を占めるに至っている。インターネ

ットを通じての通信販売も始まり、従来の対面

販売からセルフ販売、通信販売に重点が移って

きている。実際に農具を購入して使う顧客も、

農具の使い方に慣れた農家だけでなく、家庭菜

園を始める初心者にまで広がってきている。

こうした状況の変化に伴って、従来は想定し

ていなかった誤った使い方に起因するクレーム

が増加。誤使用、誤購買（誤った製品選択）を

防ぐための取扱説明書、製品ラベルの整備、添

付が必要となってきた。

また、刃物が使われた事件や刃物による重大

事故が発生した場合、刃物の販売規制が強化さ

れるだけでなく、販売店による過剰な自主規制

や売場からの撤去という事態が起きるのを目の

当たりにし、刃物による事故を防止するために

も、製品安全への取り組みを通じて「正しく安

全に使う道具文化」を醸成していくことが必要

と考えた。

当社では一部製品については設計や製造工程

を見直すことによって安全性を高めている。ま

た、良い製品を作るだけでなく、正しく安全に

使ってもらうための表示の見直しにも着手。製

品ラベルや取扱説明書の内容、デザイン、視認

性を改善するとともに、業界に先駆けて全製品

に取扱説明書を添付している。ホームセンター

等の売場では製品の取扱説明書を開いてみるこ

とはできないが、インターネット上の当社のサ

イトで製品のQRコードをインプットすれば取

扱説明書がダウンロードできるようになってお

り、購入を検討する際の参考となる。
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さらに、数年前から農閑期に全国各地で「鍬

の修理・相談会」を開催している。自社製品だ

けでなく他社の製品についても修理に応ずるこ

とで、農具の誤使用や経年劣化による事故の防

止を図るだけでなく、農作業の現場におけるニ

ーズや農具の使われ方に関する情報を収集し、

製品の改良や取扱説明書の改善に反映させてい

る。修理は有償で、その場で対応できないもの

は会社に持ち帰って修理している。1ヵ所のイ

ベントで100本近い修理を受け付けることもあ

り、年間で1,000本以上の修理を受注している。

3．成果、業績への影響

2010年には経済産業省が実施する製品安全

対策優良企業表彰の中小企業部門で経済産業大

臣賞を受賞したことにより、当社の製品に安全

に対する取り組みをアピールすることができ、

取引先からの評価も高まっている。

全国各地で開催する「鍬の修理・相談会」を

通じて当社製品の継続購入者となる顧客も増え

ている。

4．今後の展望、課題

当社は今後も自社が得意とする鍬を中心とし

た農具の分野を深く耕していく方針であり、当

面は製品の範囲を拡げるつもりはない。減少し

ているとはいえ日本の農業人口は260万人であ

り、当社の規模からみれば十分なマーケットが

存在しており、顧客との相互コミュニケーショ

ンを促進することで市場を開拓していく。

現在は当社ウェブサイトを使って製品情報の

提供を行う一方、代表者が「鍬の修理・相談会」

で全国を回っているが、将来は顧客が工場に来

て製造の現場や製品を見てもらい、修理や製品

に関する相談もできるアンテナショップ的な売

り場を作り、セルフ販売で失われた顧客との相

互コミュニケーションの場を復活したいと考え

ている。

事例2．奈良日化サービス（株）

設　立 1991年（創業：1986年）

資本金 3,000万円

従業員 55名

所在地 奈良県大和郡山市

事業内容 住宅機器の販売、施工、修理・サー

ビス

1．企業の沿革、特徴

当社は本社の他に2ヵ所の営業所を持ち、奈

良県全域を対象にIHクッキングヒーター、電

気温水器、床暖房、空調機器、システムキッチ

ン、ユニットバス等の住宅機器の販売、施工、

修理を手がけている。当社は地域密着による顧

客サービスを追求する中で、2003年から低価

格で住まいの困りごとに対応する会員制の「安

心くらぶ」のサービスを始めており、地域住民

の住生活面での安全、安心に貢献している。

2．安全・安心への取り組み

当社は20年ほど前から、個人顧客を対象と

した年1回の無料アフターサービス等の対応を

行っていたが、顧客との関係は途切れてしまう

ことも多かった。試行錯誤の結果、定期的に社

員が訪問して住まいに関する困りごとを解決す

るという会員制「安心くらぶ」のシステムを作
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り上げ、2003年から実施している。「安心くら

ぶ」の年会費は6,300円（消費税込）で、2ヵ月

に一度当社社員が会員宅を定例訪問し、当社販

売製品の点検・アフターサービスはもとより、

漏電、ガス漏れ、水漏れのチェックから換気扇、

エアコン、雨どい、網戸の清掃、電球交換、家

具移動、包丁研ぎまで、20項目にわたる無料

点検・作業を行っている。交換が必要な部品の

代金は有料であるが、出張費用や清掃・洗浄に

使われる薬品、洗剤等の料金は無料となってい

る。また、水漏れ、排水トラブル等の緊急修理

に関しては24時間受け付けており、午後4時ま

でに受け付けたものについては即日対応するこ

とになっている。

サービスを担当する社員には幅広い専門的知

識が求められる。このため、毎月2回の社内勉

強会を開き、サービススタッフの知識、技術の

向上を図っている。また、定期的に無作為で抽

出した会員宛てに往復はがきを出し、作業の内

容、スタッフの服装、言葉づかい、修理後の状

況、要望事項等について回答してもらい、問題

点があれば改善している。

3．成果、業績への影響

現在の会員数は約630名であるが、一人で住

んでいる高齢者も多い。当社のこうした日常的

な活動は家庭、地域社会の安全対策としても評

価されており、製品安全対策優良企業表彰の経

済産業大臣賞（2010年）や奈良県ビジネス大

賞優秀賞（2011年）を受賞している。

「安心くらぶ」の事業は会費収入だけでは赤

字であるが、顧客ニーズの把握や情報収集に役

立ち、新たな販売、施工、修理等の依頼に結び

つくことも多く、会社全体でみれば事業拡大に

貢献している。

4．今後の展望、課題

当社は今後も地域密着で住宅機器等の販売、

施工、修理の事業を行っていく方針である。

「安心くらぶ」については、今後も会員数を増

やしていきたいと考えているが、将来的に当社

社員だけでは対応できなくなることも予想され

るため、他社を定年退職した技術者等の人材を

雇用し、活用することも検討している。

また、家電製品を買いに行くのが大変という

顧客のニーズが増えてきていることから、家電

量販店と提携して購入を希望する製品を割安価

格で提供し、配送、設置まで行うという新たな

サービスにも取り組んでいるところである。

事例3．九州ペットフード（株）

設　立 1993年

資本金 4,000万円

従業員 120名

所在地 福岡県粕屋郡新宮町

事業内容 ペットフード製造販売

1．企業の沿革、特徴

食品メーカーに勤務していた代表者が「良い

素材を使って添加物の使用を極力抑えたペット

フードを作りたい」という思いから1993年に

当社を設立して創業。安全を最優先に嗜好性の

高い（おいしい）間食用のビーフジャーキー、

ササミジャーキー等を中心にドッグフードの製

造を行っている。
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2．安全・安心への取り組み

当社はペットの健康を第一に考え、原料・製

法にこだわった安心できる製品づくりを行って

いる。ペットフードを「食品として作る」とい

う考えの下に、製品の衛生・品質管理体制を整

備しており、2003年に品質管理の国際規格

ISO9001の認証を取得、2009年にはペットフ

ード業界では初めて食品安全に関するマネジメ

ント・システムであるISO22000の認証も取得

している。

原料についても食肉用のものを使用してお

り、納入された原料は水分、脂質、たんぱく質

等の成分検査、細菌検査といった受入検査を受

けて生産ラインに送られ、真空ボールカッター

による混錬、成型、乾燥、水分チェック、選別、

検査、計量、包装といった工程を経て出荷され

る。全製品に細菌検査、金属検査、X線による

異物検査等を実施している。

3．成果、業績への影響

2009年にペットフード安全法が施行され、

農林水産消費安全技術センター（FAMIC）の

立入検査も行われる等、ペットフードに関する

管理も強化されつつあるが、当社は早くから食

品を作るという意識で安全なペットフードを製

造しており、当社製品には I SO 9 0 0 1 ・

ISO22000の認証取得工場で製造されたことも

表示されている。こうした取り組みが消費者か

らも評価され、当社の業績は順調に伸びている。

また、ISO認証取得のための取り組み・活動

を通じて社員の意識改革も進み、5S（整理、整

頓、清掃、清潔、躾）の徹底、現場での日々の

改善等に結びついている。

4．今後の展望、課題

当社は現在、ドッグフードの中でも間食（お

やつ）のみを製造しているが、今後は総合栄養

食の分野にも取り組みたいと考えている。また、

キャットフードの製造についても検討中であ

り、製品分野を徐々に拡大していく方針である。

製品安全への取り組みに関しては、

ISO22000の更に上位レベルとなる食品安全シ

ステムの規格であるFSSC22000の認証取得に

向けて活動中である。

事例4．三和食品（株）

設　立 1974年（創業：1955年）

資本金 4,000万円

従業員 48名

所在地 群馬県太田市

事業内容 食品製造販売

1．企業の沿革、特徴

当社は1955年に長野県の粉わさび製造会社

の東日本営業所として創業。1974年には法人

設立し、他社に先駆けて業務用小袋入りの「お

ろし生しょうが」、「おろし生にんにく」を発売。

1990年代には香港、東南アジア向けに粉わさ

び、チューブ入りおろし生わさびの輸出に取り

組むとともに、食品添加物無添加のわさび、し

ょうが、にんにくについても販売を開始し、食

品調味料メーカーとしての基盤を確立。

2000年代に入ってからは、大根おろし、生

すりとろろといった惣菜も手がけるようにな

り、ゆずの果汁等を加えた「ブレンド大根おろ

し」も中小企業経営革新支援法に基づく経営革



2012.1164

新計画の承認を受けて開発。さらにタレ、ド

レッシング、カット野菜等の分野にも進出し

ている。

2．安全・安心への取り組み

当社は「ブレンド大根おろし」の開発を契機

に2004年にHACCPシステムを採り入れた新

工場を建設し、2006年には食品安全の国際規

格であるISO22000の認証を取得。群馬県食品

安全会議「食の生産・流通現場公開システム事

業」（2006年）、「群馬県食品の適正表示推進事

業所」（2006年）にも登録している。

2009年には加工野菜事業における安全性を

高めるべく、HACCPシステムに対応し、製造

温度を管理できるチルド温度帯工場を完成させ

ている。また、原料となる国産野菜については

契約農家からの調達を原則とし、栽培履歴、残

留農薬検査、農薬飛散対策の確認を行っており、

殺菌工程では次亜塩素酸を使わないミネラル蘇

生殺菌処理も採用されている。さらに2012年春

からは原料野菜の放射能検査も実施している。

当社では「常に正直に」をモットーに陰日向

のない社風を育み、整理・整頓・清潔・清掃・

習慣づけ・スピード・精度・修繕修理・殺菌・

洗浄の10S活動を徹底している。

3．成果、業績への影響

当社はISO22000の認証を取得したことによ

り、食品安全に対する姿勢を強くアピールし、

対外的な信用を高めることで海外への製品輸出

の審査も容易となった。

また、ISO22000の認証取得への取り組みを

通じて、従業員の品質管理や衛生管理に関す

る意識が大きく変わり、自主的に改善に取り

組む企業風土が醸成されたことも大きな成果

である。

4．今後の展望、課題

消費者の安全な食品を求める傾向、健康への

関心は今後も強まると思われ、食の安全・安心

を確保するとともに、生活習慣病予防に配慮し

た食品にも力を入れていきたいと考えている。

当社が開発した糖類ゼロのタレ、ドレッシング

は他社が容易に真似のできない製品であり、取

り組みを強化していく方針である。

国内についてみると、先行き大幅な市場の拡

大は期待できず、低価格競争に陥っている。急

激な円高という現下の問題はあるが、長期的に

は海外市場への取り組みを強化し、輸出の拡大

を目指したい。

安全面の課題としてはISO22000の規格要求

事項に対する全従業員の理解を更に高め、

PDCAサイクルによる継続的改善を進めていく

ことが必要であると考えている。

事例5．日本宅配システム（株）

設　立 1993年

資本金 7,000万円

従業員 150名

所在地 愛知県名古屋市

事業内容 宅配ボックス製造・販売・管理

1．企業の沿革、特徴

当社は日本国内でのシェア51％を占める宅

配ボックスのトップメーカーである。宅配ボッ
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クスとは宅配業者が配達した荷物の受取人が不

在の際に荷物を入れておくロッカーであり、受

取人には荷物を宅配ボックスに預けたことを知

らせ、暗証番号、カード等で荷物を受け取るこ

とができる。

当社は創業以来、コンピュータ制御システム

を備えた宅配ボックスの開発と製造・販売・保

守管理を行っており、宅配荷物の受取だけでな

く、荷物の発送、着荷メール配信、クリーニン

グ取り次ぎ、宅配ショッピング、AED（自動

体外式除細動器）管理等のサービスも提供して

いる。更に宅配ボックスの管理機能を活かし、

マンション居住者のためのレンタサイクル（電

動アシスト自転車のシェア）システム、電気自

動車充電システム等も開発している。

2．安全・安心への取り組み

当社は消費者の立場に立った安全な宅配ボッ

クスの提供を目指しており、設計、製造、設置

の各段階におけるリスクアセスメントを徹底す

るとともに、開発からアフターサービスまでを

一貫して自社で行うことにより、不具合修理時、

緊急時等における迅速な対応を実現している。

具体的には、アンカーボルト、L字金具補強

による転倒防止、安全な扉の開閉（開いた扉に

身体をぶつけないよう、扉が安全な位置に自動

的に戻る構造）、ボックス内閉じ込め防止（人

センサーによる自動開錠、内部非常開錠レバー、

呼吸可能で光の入る構造）といった安全設計に

加えて、自社運営のコールセンターによる24時間

対応や定期点検、部材の定期的交換等、製品の

経年劣化に対応する長期的管理も行われている。

3．成果、業績への影響

当社製品の品質、機能、安全対策の水準の高

さは、消費者や直接の取引先であるデベロッパ

ー、建設会社、設計事務所等からも評価され、

当社製品の強みとなっている。

2008年には製品安全対策優良企業経済産業

大臣表彰（銅賞）を受賞したことにより、当社

の製品安全対策への取り組みを消費者、取引先

にアピールすることができた。また、この表彰

制度に応募し、審査を受けたことは自社の製品

安全への取組状況、体制等を見直す良い機会と

なった。

4．今後の展望、課題

当社は今後も宅配ボックスの分野で市場を開

拓していく方針であり、新たに開発した宅配ボ

ックスの機能を活用した電気自動車の充電シス

テムにも期待している。現在取り扱っているの

はマンションや戸建て住宅向けの宅配ボックス

であるが、将来はオフィス向けの製品、サービ

スについても提供していきたいと考えている。

また、日本独自の製品である宅配ボックスの海

外への販売にも取り組んでおり、2010年には

韓国に現地法人を設立している。

製品安全に関しては、「事故の事前予測と防

止措置および迅速な対応」という当社の製品安

全に対する基本理念に基づいて、今後も継続的

に改善に取り組んでいく方針である。

事例6．（株）マスダック

設　立 1957年

資本金 2億1,000万円
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従業員 231名

所在地 埼玉県所沢市

事業内容 製菓機械の製造・販売・メンテナン

ス、菓子の研究開発・製造・販売

1．企業の沿革、特徴

当社は1957年創業の製菓機械メーカーであ

る。充填成型機、蒸し機、全自動どら焼機、ト

ンネルオーブン、一貫生産ライン等を製造。製

品の10％は北米、ヨーロッパ、中国、東南ア

ジア等の海外にも販売している。

1974年からは製菓機械で蓄積したノウハウ

を活かし、菓子のOEM生産も行っており、現

在は当社の売上全体の40％程度を占めている。

2．安全・安心への取り組み

機械事業部では先進の安全性を備えた製菓機

械を製造販売しており、2005年には品質保証

の国際規格であるISO9001の認証も取得してい

る。菓子製造現場での人的リスク、食品への異

物混入や衛生面のリスクを回避するため、AIB

（米国製パン研究所）食品安全統合基準に準拠

した開発を行い、リスクアセスメントを実施。

インターロック付き安全カバー、清掃がしやす

い構造、ボルト等の脱落防止措置、防水仕様に

よる機械本体内部への異物の入り込み防止等、

安全性、衛生管理面を追求した機械構造を実現

している。

OEMの菓子生産を行っている食品事業部で

は、書類審査よりも現場を重視した厳格な安全

基準であるAIBのフードセーフティ監査シス

テムやHACCPシステムに基づいて工場を整

備、衛生管理体制を整えており、AIBの監査で

も最高の「SUPERIOR」の評価を得ている。

また、一つひとつの製品について、その製造日

時、製造ライン、使用材料のロット等を特定で

きるトレーサビリティシステムも導入されている。

当社は製菓機械のメーカーであると同時に菓

子工場を運営することにより、ユーザーのニー

ズ、課題を的確に把握して、製菓機械の開発、

改良に活かすことが可能となり、顧客への提

案やサポート面における相乗効果も高いもの

がある。

3．成果、業績への影響

食品安全に対する消費者の関心の高まりを受

けて、製菓機械のユーザーである食品メーカー

の要求水準も高くなってきている。AIBの考え

方を取り入れている当社製菓機械は使用者や衛

生面に対する安全性は極めて高水準であり、高

い競争力を持っている。

また、ISO9001認証取得やAIB監査への対

応を通じて、品質管理、食品安全に対する従業

員の意識のレベルアップも図られている。

4．今後の展望、課題

機械事業部については、国内市場の拡大が期

待できない状況下、海外への販売を強化してい

くことが必要と考えている。中国等の新興国で

も日本で売れているような菓子の需要が高まる

ことが予想されており、この分野で長年の実績

と経験を持つ当社の製菓機械が採用されること

を期待している。また、食品事業についても、

OEM受注の拡大を図っていきたいと考えている。

製菓機械および食品事業双方における食品安

全への取り組みは今後も一層の徹底を図ってい

く方針である。
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